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3 頁目 第６条（証拠金） 

１ お客様（ただし、個人のお客様に限ります。以下この条におい

て同じ。）は、貸暗号資産プレミアムサービスの申込みをする場

合、あらかじめ、当社所定の額以上の証拠金を日本円で当社に預託

するものとし、当社は、証拠金を取引開始日においてお客様口座か

ら引き落とす方法により、証拠金の預託を受け付けるものとしま

す。なお、実行時点におけるお客様口座の金銭の残高が当社所定の

額に満たない場合は、貸暗号資産プレミアムサービスは実行され

ず、個別契約は自動的に解除されるものとします。 

 

第６条（証拠金） 

１ お客様は、貸暗号資産プレミアムサービスの申込みをする場

合、あらかじめ、当社所定の額以上の証拠金を日本円で当社に預託

するものとし、当社は、証拠金を取引開始日においてお客様口座か

ら引き落とす方法により、証拠金の預託を受け付けるものとしま

す。なお、実行時点におけるお客様口座の金銭の残高が当社所定の

額に満たない場合は、貸暗号資産プレミアムサービスは実行され

ず、個別契約は自動的に解除されるものとします。 

 

4 頁目 第８条（同意事項） 

お客様は、貸暗号資産プレミアムサービスに関して、以下の各号に

定める事項に同意するものとします。 

（省略） 

（４）貸暗号資産プレミアムサービスは、金融商品取引法（昭和２

３年法律第２５号。その後の改正を含む。以下同じ。）第２条２２

項３号に定める店頭デリバティブ取引に該当するものであり、その

ため個人のお客様にあっては証拠金の預託が必要であること。 

第８条（同意事項） 

お客様は、貸暗号資産プレミアムサービスに関して、以下の各号に

定める事項に同意するものとします。 

（省略） 

（４）貸暗号資産プレミアムサービスは、金融商品取引法（昭和２

３年法律第２５号。その後の改正を含む。以下同じ。）第２条２２

項３号に定める店頭デリバティブ取引に該当するものであり、その

ため証拠金の預託が必要であること。 

5 頁目 第１１条（お客様による解約） 第１１条（お客様による解約） 
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（省略） 

２ 前項に従ってお客様が個別契約を解約した場合、円転特約は失

効するとともに、当社は、当社が解約のお申し出を受け付けた日か

ら３営業日後（土日祝日及び年末年始は除く）までに、お客様から

借り入れた対象暗号資産と同種、同等、同量の暗号資産及び預託さ

れた証拠金がある場合は当該証拠金と同額の日本円をお客様口座に

送付、反映する方法で対象暗号資産及び証拠金を返還します。この

場合、当社は、特約権料を支払いません。 

３ 第１項に定める解約手数料は、前項に従って当社がお客様に返

還する暗号資産から控除する方法で支払うものとします。ただし、

第１項に定める解約手数料がお客様に返還する暗号資産の数量を超

える場合であって、前項に従って当社がお客様に返還する証拠金が

存在するときは、当該超える部分の数量に相当する金額を当該証拠

金から控除する方法で支払うものとします。 

（省略） 

２ 前項に従ってお客様が個別契約を解約した場合、円転特約は失

効するとともに、当社は、当社が解約のお申し出を受け付けた日か

ら３営業日後（土日祝日及び年末年始は除く）までに、お客様から

借り入れた対象暗号資産と同種、同等、同量の暗号資産及び預託さ

れた証拠金と同額の日本円をお客様口座に送付、反映する方法で対

象暗号資産及び証拠金を返還します。この場合、当社は、特約権料

を支払いません。 

３ 第１項に定める解約手数料は、前項に従って当社がお客様に返

還する暗号資産から控除する方法で支払うものとします。ただし、

第１項に定める解約手数料がお客様に返還する暗号資産の数量を超

える場合は、当該超える部分の数量に相当する金額を前項に従って

当社がお客様に返還する証拠金から控除する方法で支払うものとし

ます。 

以 上 


